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　静岡県の認定農業者のみなさん、こんにちは。

　今回は、「スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業」第2次要望調査の開始についてのご
案内です。

----------------------------------------------------

国は、農業者の高齢化・減少が進む中においても農業の持続的な発展を図るため、スマート農業技術の

現場導入と生産・流通・販売方式の転換、これを支える農業支援サービス事業体の育成や活動の促進等の

取組を総合的に支援しています。

　令和８年１月21日より、サービス事業体の新規事業立ち上げ当初のビジネス確立に向け、ニーズ調査、

サービス提供の試行・改良等のほか、

サービスの提供に必要なスマート農業機械等の導入を支援する「スマート農業・農業支援サービス事業導入

総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業」の第２次要望調査

が開始されましたのでご案内します。

　詳細はhttps://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/nogyo/1040646/1058649.html

をご覧いただくとともに、事業所の所在市町を所管する農林事務所（県外事業者の場合は県庁農業戦略課）

へお早めに御相談ください。

　

農林事務所への〆切：令和８年２月20日（金）17時

（ 県 へ 応募 する 前 に 、 事前 に 申請書類 を 国 による 公募 で 選定 された 書類等確認機関 による 確認 を 受 ける 必

 要 があります 。 詳細 はホームページをご 覧 ください 。）

　（問合せ先）

お問い合わせ先 電話番号

賀茂農林事務所 企画経営課 0558-24-2076

東部農林事務所 企画経営課 055-920-2157

富士農林事務所 企画経営課 0545-65-2195



中部農林事務所 企画経営課 054-286-9276

志太榛原農林事務所 企画経営課 054-644-9212

中遠農林事務所 企画経営課 0538-37-2270

西部農林事務所 企画経営課 053-458-7208

（県外事業者の場合）経済産業部農業局農業戦略課 054-221-2669

====================================================
認定マガジン第605号はいかがだったでしょうか。
これからも、皆さんが楽しめ、参考になる記事を配信していきたいと思います。
また、バックナンバーも県ホームページに掲載しています。
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/nogyo/nogyoshinkou/1040081/1056302.html
○今後配信の必要のない方は、お手数ですが下記宛に配信停止のご連絡をお願いします。
その際は『認定マガジン』の配信停止である旨、ご記載願います。
○メールアドレスの変更等の場合は、認定マガジン配信先の変更希望と記載の上、新メールアドレス、旧メー
ルアドレス、お名前を下記までお知らせ下さい。
静岡県　経済産業部　農業ビジネス課　担い手育成・支援班
Ｅ-mail　 nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp
ＴＥＬ　　054-221-2617（ＦＡＸ：054-221-3688）
====================================================


